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株式会社ジェイエア所属ボンバルデイア式ＣＬ-６００-２Ｂ１９型 ＪＡ 

２０６Ｊの航空重大インシデントに係る勧告に基づき講じた措置について 

 

 

 

平成 25 年 5 月 6 日に発生した株式会社ジェイエア所属ボンバルデイア式ＣＬ-

６００-２Ｂ１９型機の航空重大インシデントについて、原因関係者である（株） 

ＩＨＩ及び（株）ジェイエアから、当委員会が行った勧告に基づき講じた措置につ

いて報告を受けましたのでお知らせします。（別添 1 ＩＨＩ、別添 2 ジェイエア）       

本重大インシデントについては、平成 27 年 2 月 26 日に事故調査報告書の公表と

ともに同社に対して勧告を行っていたところです。（参考） 

なお、同社からの報告は、勧告の内容を反映したものとなっています。 
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株式会社ジェイエア所属ボンバルディア式ＣＬ－６００－２Ｂ１９型 

ＪＡ２０６Ｊの重大インシデントに係る勧告について 
 
 

本重大インシデントにおいて、発動機の防火区域内に火炎が発生した原因

は、右エンジンのフューエルマニホールドと１４番フューエルインジェクタ

ーを接続するカップリングナットが緩んだため、その部分から燃料が漏れエ

ンジンの熱により発火し、火炎が発生したものと推定される。カップリング

ナットが緩んだことについては、カップリングナットの締付け力が不足して

いたため、エンジンの振動などにより徐々に緩みが発生した可能性が考えら

れるが、緩みの原因を特定することはできなかった。しかし、本重大インシ

デント発生後に行った同型式エンジンの一斉点検２６台のうち、３台に規定

値を外れる緩みが見つかっており、いずれも貴社が分解検査を行ったエンジ

ンであった。 

当委員会は、本重大インシデントの調査結果を踏まえ、運輸安全委員会設

置法第２７条第１項の規定に基づき、貴社に対し、下記のとおり勧告する。 

また、同条第２項の規定に基づき、講じた措置についての報告を求める。 
 
                 記  

 

エンジンの分解整備時において、インジェクターとマニホールドの接続カ

ップリングナットの締付け等の安全上重要な作業が確実に実施される体制と

なっているか、再点検を行うこと。 
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